
【記入例（受託研究員の受入れ関係）】 
 
◎受入れ時 

 
(1)輸出管理していることを明示するため「輸出管理」の項目を記載。Ｌ・Ｉ・Ｊ・Ｗ・G 部など人文・社会科学系学
部を中心とした非実験系の研究員受入れの場合等、『規制技術等を輸出等しないことが明らかな場合、稟議書にその旨を
明示することで所定帳票の提出は省略可とします。 
(2)所定帳票を添付する場合は、「添付書類」を PDF 形式で添付してください。 
 
◎受入れ期間終了時 

  
 

(1) 
(2) 

■所定帳票添付にチェックされている場合、「添付書類」欄に所定帳
票を添付してください。 

（安全保障輸出管理関係の帳票） 

電子稟議画面（抜粋） 

研究報告書（抜粋） 


